
退職後の福祉事業

公立学校共済組合広島支部

「退職後の福祉事業」について、御説明します。
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１ 宿泊施設の利用

２ 宿泊保養施設利用補助（任意継続組合員）

３ 旅行商品特別割引（任意継続組合員）

４ 特定健康診査（任意継続組合員）

５ 退職後の貸付け制度
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退職後の福祉事業

「宿泊施設の利用」、「宿泊保養施設利用補助」、「旅行商品特別割
引」、「特定健康診査」、「退職後の貸付け制度」の５点について説明し
ます。
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１ 宿泊施設の利用
●退職された組合員と家族が公立学校共済組合等の宿泊施設

  を利用する場合、「宿泊施設特別利用者証」を窓口に 提示

     すれば、「組合員料金」で利用できる。

●組合員料金等は公立共済やすらぎの宿【公式サイト】に掲載

●宿泊施設特別利用証には利用期限はなく、生涯利用できる。

●対象の宿泊施設は、公立学校共済組合及び他の共済組合が

 経営する宿泊施設

●「宿泊保養施設利用補助」とは対象施設が異なるので注意
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まず「１宿泊施設の利用」について説明します。

退職された組合員と家族の方が公立学校共済組合等の宿泊施設を利用する場
合、宿泊施設特別利用者証を窓口に提示すれば、組合員料金で利用できます。

組合員料金は各施設によって設定が異なりますので、公立共済やすらぎの宿の
サイトで御確認ください。

窓口に提示いただく利用者証には利用期限がありませんので、生涯に渡って利
用可能となっています。

利用者証の送付を希望される場合は、公立学校共済組合広島支部健康管理係
まで御連絡ください。

また、この利用者証が利用できる対象の宿泊施設は、公立学校共済組合が経営
する施設と、地方職員共済組合や市町村職員共済組合などの他の共済組合が経
営する施設となっています。

次に説明します「宿泊保養施設利用補助」とは対象施設が異なっていますので、
利用に当たっては御注意ください。
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https://www.kourituyasuragi.jp/


２ 宿泊保養施設利用補助（任意継続組合員）

●在職中と同様に、共済組合から交付された「宿泊保養施設利用

 補助券」により 施設利用額の一部を割引（公務利用以外）

●利用補助を受ける場合は、任意継続組合員用の様式に必要事

 項を記入し、共済組合へ提出し支部長の証明を得ること。

●再任用などで学校に勤務していても、所属所ではなく、共済組合

 に申込みを行うこと。

●郵送の場合は、宿泊に間に合うよう、１週間程度の余裕を持ち、

早めに提出すること。

●対象施設・様式は公立学校共済組合広島支部のHPに掲載
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それでは、「２宿泊保養施設利用補助」について説明します。

こちらは、任意継続組合員になられた方が利用できるもので、先ほどの共済組合
等の宿泊施設とは別の施設も対象となっています。

利用方法にも違いがあり、こちらは、在職中の場合と同様で、利用の都度、共済
組合から交付された「宿泊保養施設利用補助券」を対象施設に提出することで、利
用額がお安くなるというものです。

この利用補助券の申込みをされるときに、２点注意していただきたいことがありま
す。

１点目は、「任意継続組合員用の様式」に必要事項を記入すること、２点目は、再
任用等で学校にお勤めであっても、申込書の提出先は、所属所の学校ではなく、
共済組合であるということです。

申請書の提出・利用補助券の受取は郵送になることが多いと思いますが、宿泊
予定日の１週間前に当支部に届くように、早めに提出いただきますようお願いしま
す。

この利用補助券が使用できる対象の宿泊施設は、１の共済組合の宿泊施設のほ
か、当支部が契約している施設となります。様式も掲載していますので、公立学校
共済組合広島支部のホームページで御確認ください。

4

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/reflesh/syukuhakuriyou/index.html


３ 旅行商品特別割引（任意継続組合員）

●特定の旅行商品を利用する際、特別割引を受けることがで

きる。

●詳細は公立学校共済組合広島支部のHPに掲載
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次に、「３旅行商品特別割引」です。こちらも、任意継続組合員の方が利用できる
制度です。

対象となる旅行商品や割引率等の詳細は、公立学校共済組合広島支部のホー
ムページに掲載していますので、そちらで御確認ください。
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https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/reflesh/syukuhakuriyou/index.html


４ 特定健康診査（任意継続組合員）

●４０歳以上７５歳未満の任意継続組合員と被扶養者が対象

●年に１回、無料で受診できる。

●６～７月に送付する受診券を持参し、指定医療機関等で受

  診する。

●人間ドック事業は対象とならないので注意
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次に、「４特定健康診査」についてです。

４０歳以上７５歳未満の任意継続組合員の方と、その被扶養者の方が対象で、年
に１回、無料で受診できます。

６月から７月にかけて受診券を送付しますので、指定医療機関等で受診してくだ
さい。

また、人間ドック事業は、任意継続組合員の方は対象となりませんので、御了承
ください。
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５ 退職後の貸付け制度（任意継続組合員）

●任意継続組合員が受けることのできる貸付けは、

①「高額医療貸付け」、②「出産貸付け」の２種類。

●利用可能ではあるが、実際には、短期給付制度でカバー

（高額療養費は「限度額適用認定証」の利用で、

出産費又は家族出産費は「直接支払制度」の利用で、

当初の自己負担を抑制できる。）

●高額療養費、出産費等についての照会は短期給付係へ
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任意継続組合員の方が利用することができる貸付けは、「高額医療貸付け」と
「出産貸付け」の２種類となっています。

ただ、実際には、貸付けを利用しなくても短期給付制度でカバーされるようになっ
ています。
高額療養費、出産費に該当がある場合は、短期給付係にお問い合わせください。
以上で、「退職後の福祉事業」についての説明を終わります。
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その他の手続

公立学校共済組合広島支部

「その他の手続」について、御説明します。
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１ 貸付金の未償還金の取扱い

２ 住宅貸付け及び教育貸付けの団信制度の取扱い

３ 福祉保険制度の取扱い

４ アイリスプランの取扱い

５ 財形貯蓄の取扱い

６ 個人型確定拠出年金（iDeCo）の取扱い
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その他の手続

「貸付金の未償還金」、「住宅貸付け・教育貸付けの団信制度」、「福祉
保険制度」、「アイリスプラン」、「財形貯蓄」、「iDeCo」の、６点の取扱い

について説明します。
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１ 貸付金の未償還の取扱い
●退職時に貸付金の未償還元金がある場合は、退職手当

から未償還の元利金に相当する額を控除する。

●控除しても不足が生じるときは、振込依頼書を送付する

ので、期日までに払い込むこと。
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まず「１貸付金の未償還金の取扱い」について説明します。

退職時に貸付金の未償還元金がある場合は、退職手当から未償還の元利金に
相当する額を控除させていただきます。

退職手当の額よりも未償還の額の方が多い場合など、退職手当から控除しても
なお不足が生じるときには、後日、振込依頼書を送付しますので、期日までに払い
込んでください。
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２ 住宅貸付けと教育貸付けの
団信制度の取扱い

●団信制度に加入している住宅貸付け等の借受人が退職

 した場合、保険の適用は未償還元利金の完済日まで

●保障期間の未経過分の保険料は、７月頃返戻するので、

  保険料引落口座は解約しないこと。

●本人の手続は不要
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次に、「２住宅貸付けと教育貸付けの団信制度の取扱い」についてです。

団信制度に加入されている住宅貸付等の借受人の方が退職された場合、団体信
用生命保険の適用は未償還元利金の完済日までとなります。

また、保障期間が経過していない部分の保険料につきましては、７月頃に返戻す
る予定です。

団信の関係で退職者の方本人に執っていただく特段の手続はありませんが、こ
の未経過分の保険料は現在の保険料引落口座に返戻しますので、それまでは解
約せずにおいてください。
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３ 福祉保険制度の取扱い
（ファミリー年金・傷病休職給付金・医療費支援制度・元気づくりサービスコース）

●福祉保険制度の加入者は、退職時の年齢にかかわらず、

 退職後も継続加入が可能。

※ 制度別に継続加入可能年齢が異なるので注意。

●令和６年７月頃、自宅に、更新に関する案内書類を送付する。

●継続加入の場合は手続不要だが、継続加入をしない場合は脱

退手続が必要。

●脱退申出者には、積立配当金が保険料振替口座に振り込まれ

るので、送金されるまで口座を解約しないこと。
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次に、「３福祉保険制度の取扱い」についてです。

福祉保険制度に加入している方は、制度別に年齢に差はありますが、退職時の
年齢にかかわらず、退職後も継続加入、いわゆる更新が可能です。

この更新に関する案内書類が７月頃に御自宅に送付されますので、更新を希望
されない場合には、必ず脱退の手続を行ってください。

脱退の申出をされた方には、積立配当金が保険料振替口座に振り込まれますの
で、それまでは解約せずにおいてください。
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３ 福祉保険制度の取扱い
（ファミリー年金・傷病休職給付金・医療費支援制度・元気づくりサービスコース）

制度名 継続加入可能年齢

① ファミリー年金 保険年齢84歳まで更新継続可能（本人・配偶者共通）

② 傷病休職給付金 継続不可（退職月の末日をもって脱退）

③ 入院費用給付金

（女性疾病給付金を含む）

保険年齢75歳まで更新継続可能（本人・配偶者共通）
※こどもは、保険年齢22歳まで更新継続可能

④ 特定疾病給付金 保険年齢75歳まで更新継続可能（本人・配偶者共通）

⑤ 元気づくりサービスコース 保険年齢84歳まで更新継続可能
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注１ 退職後継続の取扱いは、退職（組合員資格喪失）前に福祉保険制度に加入した組合員が対象
注２ 保険契約の内容は、退職（組合員資格喪失）時点のものとなり、新規加入・増額は不可
注３ 配偶者及びこどもは、加入者本人が退職後も継続する制度に限り継続可能
注４ ファミリー年金の死亡給付金の単独加入は不可。死亡給付金と傷病休職給付金のみ加入の場合、傷病休職給付金の保障
終了と同時に死亡給付金も脱退となる。

注５ 保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数について６ヵ月以下は切り捨て、６ヵ月超は切り上げた年齢をいう。
  例：保険年齢75歳＝毎年11月１日現在満74歳６ヵ月を超え、満75歳６ヵ月まで。

制度別の継続加入可能年齢

こちらが先ほどの制度別の継続加入可能年齢を表にしたものとなります。現在の
契約内容に応じて御確認ください。
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３ 福祉保険制度の取扱い
（ファミリー年金・傷病休職給付金・医療費支援制度・元気づくりサービスコース）

7

保険料の振替について

区分 振替日 保険料内訳

加入者全員 令和６年４月22日
令和６年５月～

10月分の保険料

令和６年11月１日以降も
引続き継続する方

令和６年10月22日
令和６年11月～

令和７年４月分の保険料

※ 開設時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）の10：00～16：00

お問合せ窓口 照会内容 電話番号

公立学校共済組合
福祉保険制度担当

制度内容全般
登録内容の変更等

０１２０－７７８－５９９

請求相談センター 給付金の請求 ０１２０－６６０－９９８

福祉保険制度に関するお問合せ先

この福祉制度の保険料の振替日は、原則４月22日、10月22日の年２回です。

また、福祉保険制度についてのお問い合わせ先は、
制度内容全般、登録内容の変更等は、公立学校共済組合 福祉保険制度担当、

給付金の請求は、請求相談センターとなっています。お困りのことなどありました
らこの表の電話番号に電話してください。
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４ アイリスプランの取扱い

●年金コース

・退職と同時に脱退

・年度末時点で満60歳以上

令和５年12月末頃に退職後の取扱いについて教職員生涯福祉財

団サービスセンターから案内が送付されるので手続を行う。

・年度末時点で満60歳未満

教職員生涯福祉財団サービスセンターに連絡する。脱退手続に関

する書類が届いたら加入期間中に積み立てた積立金の受取手続

を行う。
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続いて「４アイリスプラン」についてです。
アイリスプランの「年金コース」は、退職と同時に脱退となります。
年度末時点で満60歳以上の退職予定者の方には、令和５年12月末頃に、教職

員生涯福祉財団サービスセンターから退職後の取扱いについての案内が送付さ
れますので、御確認の上、手続を行ってください。
また、年度末時点で満60歳未満の退職予定者の方は、教職員生涯福祉財団

サービスセンターに連絡してください。脱退手続に関する書類を送付しますので、
加入期間中に積み立てた積立金の受け取り手続をお願いします。
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４ アイリスプランの取扱い

●医療・日常事故コース

・退職時の手続は不要

医療入院コースは退職後90歳まで更新でき、66歳から掛金が変わる。

日常事故補償コースは一生涯継続でき、年齢による掛金の変更なし。

・次年度の継続を希望しない場合は毎年10月下旬に送付される「満期の

お知らせ」に同封の「契約変更届」（11月中旬頃に締切）を送付すること。

・年度途中の解約を希望する場合は、教職員生涯福祉財団サービスセン

ターに連絡すること。
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アイリスプランの「医療・日常事故コース」は、退職時の手続は不要となっていま
す。
また、医療入院コースは退職後90歳まで更新可能ですが、66歳から掛金の額が
変わります。

一方で、日常事故補償コースは年齢による掛金の変更もなく、一生涯継続するこ
とができます。
更新については、毎年10月下旬に「満期のお知らせ」が送付されますので、内容

の変更や次年度の継続を希望されない場合には同封の「契約変更届」に記入し、
11月中旬までに、教職員生涯福祉財団サービスセンターに送付してください。

また、年度途中で解約を希望される場合は、「満期のお知らせ」を待たずに、教職
員生涯福祉財団サービスセンターに電話で連絡してください。
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４ アイリスプランの取扱い

●介護保障コース

・退職時の手続は不要

・掛金が月払いの場合は、掛金の払込みは60歳に達する年度で終了。

・年度途中の解約については、株式会社一ツ橋サービスに連絡すること。
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お問合せ窓口 照会内容 電話番号

教職員生涯福祉財団
サービスセンター

年金コース
医療・日常事故コース

０１２０－４９１－２９４

株式会社一ツ橋サービス 介護保障コース ０１２０－８７８－６２６

アイリスプランに関するお問い合せ先

※ 開設時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）の10：00～17：00

次に、アイリスプランの「介護コース」についてですが、こちらも退職時の手続は不
要となっています。
なお、掛金が月払いの場合は、掛金の払込みは60歳に達する年度で終了となりま
す。
年度の途中で解約される場合は、株式会社一ツ橋サービスに連絡してください。

アイリスプランに関するお問い合わせ先についてまとめますと、

「年金コース」「医療・日常事故コース」は教職員生涯福祉財団サービスセンター、
「介護保障コース」は株式会社一ツ橋サービスとなります。
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５ 財形貯蓄の取扱い
６ 個人型確定拠出年金（iDeCo）の取扱い
●現在、財形貯蓄をしている場合、退職後は自動的に積立てが停止

●退職後の手続については、契約している金融機関に確認すること

 

●現在、個人型確定拠出年金に加入している場合、退職後は事業主が

 広島県教育委員会教育長から変更となるため手続が必要

●退職後の手続については、契約している金融機関等に確認すること

●ただし、退職後に再任用職員として任用される場合は、引き続き事業

主が広島県教育委員会教育長であるため、手続は不要で、

引き続き積立てが可能
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最後に、「５財形貯蓄」と「６個人型確定拠出年金（イデコ）」の取扱いについてで
す。
現在、財形貯蓄をしている場合は、退職後は自動的に積立てが停止します。
退職後の手続については、契約している金融機関に御確認ください。

また、現在、個人型確定拠出年金に加入している場合は、事業主が広島県教育
委員会教育長から変更となりますので手続が必要となります。
手続の方法等については、契約している金融機関等に御確認ください。

ただし、退職後に再任用職員として任用される場合は、引き続き事業主が広島県
教育委員会教育長であるため、手続は不要で、積立ての継続が可能となります。

以上で、「その他の手続」についての説明を終わります。
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